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新
市
発
足
後
、
初
め
て
の
市
議
会
と
な
る
第
１
回
美
祢
市
議
会
臨
時
会
が
５
月
20
日
に
招
集
さ
れ
、
５
月
21
日
に

閉
会
し
ま
し
た
。
こ
の
臨
時
会
で
は
、
議
長
、
副
議
長
の
選
挙
お
よ
び
常
任
委
員
会
委
員
な
ど
の
選
任
が
行
わ
れ
、

新
し
い
議
会
構
成
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
◎
は
委
員
長
、
○
は
副
委
員
長
、
敬
称
略
）

ま
た
、
新
市
発
足
に
伴
い
市
長
職
務
執
行
者
に
よ
り
専
決
処
分
さ
れ
た
各
会
計
の
暫
定
予
算
お
よ
び
各
種
条
例
に

つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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新
市
設
置
の
日
か
ら
行
政
運
営

上
即
時
に
施
行
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
条
例
（
２
１
８
件
）
の
制
定
に

つ
い
て
、
３
月
21
日
に
市
長
職
務

執
行
者
が
専
決
処
分
し
た
こ
と
を

報
告
し
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

新
市
発
足
時
か
ら
３
月
31
日
ま

で
の
間
、
行
政
運
営
に
必
要
と
な

る
平
成
19
年
度
各
会
計
の
暫
定
予

算
に
つ
い
て
、
３
月
21
日
に
市
長

職
務
執
行
者
が
専
決
処
分
し
た
こ

と
を
報
告
し
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
４
月
１
日
か
ら
本
予
算

市
教
育
委
員
会
委
員
と
し
て
、

次
の
５
人
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ

い
て
同
意
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称

略
）
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務
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税源移譲により、多くの人は平成19年分以降の所得税は税率が下がり、平成19年度以降の市県民税の税率が上がる
ことになりますが、退職などにより平成19年分の所得税は課税されず、平成19年度の市県民税（平成18年中の所得を
基に算定）のみ課税される場合があります。
このような場合に平成19年度の市県民税を税源移譲前の水準に減額することで、個人への税負担額が変わらないよ
うにする経過措置を設けています。

対象者（次の と の両方を満たす人）
平成19年度市県民税の課税標準額（申告分離課税分を
除く）＞所得税と市県民税との人的控除額の差の合計額
平成20年度市県民税の課税標準額（申告分離課税分を
含む）≦所得税と市県民税との人的控除額の差の合計額
※課税標準額とは…所得金額から各種所得控除を差し引
いた金額です。
住宅ローン控除などによって所得税が課税されなく　

なった人には、この経過措置は適用されません。
申請方法 平成20年７月１日 から31日 までの間に、
平成19年度分市県民税を課税した（平成19年１月１日
現在お住まいの）市区町村へ減額申告書を提出してく
ださい。（減額申告書を提出されないと経過（減額）

税のお知らせ
税源移譲時の所得変動に係る経過（減額）措置について

措置の対象となりませんのでご注意ください。）
市では、対象者と思われる人に対してお知らせを送
付します。（ただし、対象者であるかどうか推定できる　
のは、平成19年と平成20年の１月１日に美祢市（旧美
東町・秋芳町も含む）に住所があった人で、市で所得
などの状況を把握している場合にかぎります。）
注意点
○他の市区町村から転入した人は申告先を間違えないよ
うに注意してください。
○平成19年中に亡くなられた人や海外へ転出して平成20
年１月１日現在国内に居住していない人には、この減
額措置は適用されません
問合せ先 市税務課市民税係（ ０８３７ ５２３４）

地
域
審
議
会
は
、
合
併
に
よ
り
行
政
区
域
が
拡

大
し
、
市
民
の
意
見
が
新
市
の
施
策
に
反
映
さ
れ

に
く
く
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
合
併
後
も
地
域
住
民

の
声
を
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
合
併
前
の
１

市
２
町
の
地
域
を
単
位
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
地
域
審
議
会
を
構
成
す
る
委
員
の
う
ち
、

市
政
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
市
民
参
画
に
よ
る

開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
公
募
に
よ
る

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員

各
地
区
の
地
域
審
議
会
ご
と
に
３
人
程
度

地
域
審
議
会
の
主
な
役
割

○
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
「
新
市
基
本
計
画
」

の
執
行
状
況
や
「
新
市
基
本
構
想
」
に
つ
い
て

市
長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
し
、
答
申
し
ま
す

○
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
市
長

に
対
し
て
意
見
を
述
べ
ま
す

任
　
期

２
年
間

応
募
資
格

満
20
歳
（
応
募
締
め
切
り
時
）
以
上

の
市
民
で
、
市
議
会
議
員
や
市
職
員
で
な
い
人

（
お
住
ま
い
の
地
域
の
地
域
審
議
会
へ
の
応
募

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

応
募
期
間

６
月
16
日

〜
７
月
16
日

応
募
方
法

企
画
政
策
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
総

務
課
に
備
え
付
け
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
提
出
す
る
（
応
募
用
紙
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）
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